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令和６年度加勢川・緑川外来水草除去等委託（その２）

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長
福井　貴規
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和　６年　７月　１日

（特）みずのとらベル隊　理事長　田中　清也

¥１，２３７，８００－

¥０－

別紙のとおり



随意契約理由書 

 

１．委 託 件 名 ： 令和６年度加勢川・緑川外来水草除去等委託（その２） 

 

２．履 行 場 所  ： 熊本市南区富合町杉島～熊本県上益城郡嘉島町下六嘉 

           （加勢川左岸２ｋ２００～１１ｋ５００） 

 

３．契約の相手方 ： 特定非営利活動法人 みずのとらベル隊 理事長 田中 清也 

 

４．随意契約法令  ：  会計法第 29 条の 3 第 4 項及び予決令第 102 条の 4 第 3 号 

 

５．当該委託の目的・内容及び契約に付する理由 

 

  （１）当該委託の目的・内容 

        本件委託は、緑川水系加勢川及び緑川の直轄管理区間において、河川管理施設の保

全、良好な河川環境の保持等を目的とし、河岸に生殖している特定外来種である水草

の除去等及び分布調査並びに水際における河川の安全利用点検を実施するものであ

る。 

         

  （２）随意契約に付する理由 

        本件委託は河川法第９９条及び同法施行規則第３７条の６に規定する河川協力団

体、一般社団法人及び一般財団法人を対象に公募を行い、参加要件を満たす全ての団

体に内容を分割して委託するものである。 

        特定非営利活動法人みずのとらベル隊は、長年にわたり河川の清掃活動等に従事

した実績があり、近年は外来水草の除去活動実績も有している。また平成２６年３月

に河川協力団体の指定を受けており、本件の参加要件を満たすため、河川法第９９条

の規定に基づき、本件を当該団体に委託するものである。 

        よって競争性を有しない契約によらざるを得ないことから、会計法第２９条の３

第４項、並びに予決令第１０２条の４第３号の規定に基づき委託契約を締結するも

のである。 

 

 

 

                                    （随意契約理由書作成者） 

                                        熊本河川国道事務所 河川管理課長 

 


